
野田村過疎地域持続的発展計画新旧対照表 

変更箇所 

（変更後計画の頁、行等） 
変更後 変更前 

P23、13～14 行

目 

 

⑼観光又はレ

クリエーショ

ンを追加 

３ 産業の振興 

⑴・⑵ ［略］ 

⑶ 計画 

産業の振興 ⑷ 地場産業振興 

  流通販売施設 

［略］ ［略］ 

⑼ 観光又はレク

リエーション 

公園改良事業 

 駐車場整備を実施 
村 

⑽ 過疎地域持続

的発展特別事業 

［略］ ［略］ 

 

３ 産業の振興 

⑴・⑵ ［略］ 

⑶ 計画 

産業の振興 ⑷ 地場産業振興 

  流通販売施設 

［略］ ［略］ 

⑽ 過疎地域持続

的発展特別事業 

［略］ ［略］ 

 

P25、34～36 行

目 

 

文言の修正 

４ 地域における情報化 

 ⑴ ［略］ 

 ⑵ その対策 

  ア 情報化の推進 

① 地域情報通信施設（のんちゃんネット）の更新及び

整備等を行い、情報伝達手段の充実に努める。 

 

４ 地域における情報化 

 ⑴ ［略］ 

 ⑵ その対策 

  ア 情報化の推進 

① IP 告知システム機器賃貸借（のんちゃんネット配

信サーバ）は平成 30 年２月に更新しており、令和５

年１月に次の更新時期を迎えることから、将来的に

は、のんちゃんネットに替わるタブレットやスマート

フォンの活用について検討する。 



P26、６～９行

目 

 

⑴電気通信施

設等情報化の

ための施設そ

の他を追加 

４ 地域における情報化 

⑴・⑵ ［略］ 

⑶ 計画 

地域におけ

る情報化 

⑴ 電気通信施設

等情報化のため

の施設 

  その他 

地域情報通信施設（のんちゃん

ネット）整備事業 

 地域情報通信施設の更新・整

備 

村 

⑵ 過疎地域持続

的発展特別事業 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 
 

４ 地域における情報化 

⑴・⑵ ［略］ 

⑶ 計画 

地域におけ

る情報化 

 

⑵ 過疎地域持続

的発展特別事業 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 
 

 


